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節
電
を
継
続
し
、
よ
り
一
層
の
省
エ
ネ

を
推
進
す
る
た
め
、
日
曜
日
の
閉
庁
を
継

続
し
ま
す
。

　
市
で
は
平
成
23
～
32
年
度
ま
で
を
計
画

期
間
と
す
る「
第
５
次
上
尾
市
総
合
計
画
」

を
推
進
し
て
い
ま
す
が
、
前
期
基
本
計
画

が
平
成
27
年
度
で
終
了
す
る
た
め
、
平
成

28
～
32
年
度
ま
で
の
後
期
基
本
計
画
を
策

定
し
ま
し
た
。

　

計
画
は｢

“
ほ
っ
と
”な
ま
ち
あ
げ
お
市

民
会
議｣

の
提
言
や
、市
民
の
皆
さ
ん
の
意

見
な
ど
を
参
考
に
、
上
尾
市
総
合
計
画
審

議
会
で
審
議
を
重
ね
て
策
定
し
ま
し
た
。

後
期
基
本
計
画
は
前
期
基
本
計
画
と
同

様
、
市
民
や
事
業
者
の
皆
さ
ん
と
行
政
が

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
自
覚
し
、
協

働
し
て
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く

も
の
と
し
、
市
の
将
来
像
や
ま
ち
づ
く
り

の
四
つ
の
基
本
理
念
、
七
つ
の
ま
ち
づ
く

り
の
基
本
方
向
な
ど
の
基
本
構
想
に
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
。
計
画
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
す
る
他
、
市
役
所
１
階
情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
、各
支
所
・
出
張
所
、図
書

館
本
館
で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

　
県
が
決
定
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を

作
成
す
る
に
当
た
り
、
意
見
を
募
集
す
る

た
め
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
公
聴
会　

５
月
27
日
㈮
10
時
30
分
～

12
時　

上
尾
市
役
所
７
階
大
会
議
室　

｢

上
尾
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整

備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
変
更
」「
上

尾
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更｣

の
公
聴
・

公
述（
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と
）　

●
都
市
計
画
変
更
の
原
案
の
閲
覧　

４

月
12
日
㈫
～
26
日
㈫
８
時
30
分
～
17
時
15

分（
㈯
㈰
を
除
く
）　
【
閲
覧
場
所
】埼
玉

県
都
市
計
画
課
、
上
尾
市
都
市
計
画
課
、

伊
奈
町
都
市
計
画
課
、埼
玉
県
北
本
県
土

整
備
事
務
所　

※
原
案
は
右
記
の
閲
覧

場
所
の
他
、
４
月
12
日
か
ら
埼
玉
県
都

市
計
画
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（

http://
w
w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/a1102/
toshikeikakunosintyoku/

）、上
尾
市
・

伊
奈
町
の
各
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で

き
ま
す
。

●
公
述
の
申
し
出　

上
尾
市
ま
た
は
伊

奈
町
に
住
所
を
有
す
る
個
人
と
法
人　
※

希
望
者
多
数
の
場
合
は
、
公
述
人
を
選
定

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
公
述
時
間
は
１

人
当
た
り
お
お
む
ね
10
分
以
内
で
す
。　

公
述
申
出
書（
上
記
の
閲
覧
場
所
に
あ

る
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
４
月
26

日
ま
で（
必
着
）に
直
接
ま
た
は
郵
送
で
、

上
尾
市
都
市
計
画
課（
〒
362−

８
５
０
１

本
町
３

−

１−

１
）ま
た
は
伊
奈
町
都
市

計
画
課（
〒
362−

８
５
１
７
伊
奈
町
小
室

９
４
９
３
）か
埼
玉
県
都
市
計
画
課（
〒
330

−

９
３
０
１
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３−

15−

１
）へ　
※
埼
玉
県
電
子
申
請
届
出
サ

ー
ビ
ス
に
よ
る
提
出
も
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
埼
玉
県
都
市
計
画
課
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
公
述
の
申
し
出
が

な
い
場
合
は
公
聴
会
は
中
止
で
す
。
傍
聴

を
希
望
す
る
人
は
、５
月
10
日
㈫
以
降
に

上
尾
市
都
市
計
画
課
ま
た
は
伊
奈
町
都

市
計
画
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

た
め
、『
上
尾
市
災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
』

を
市
内
の
各
世
帯
に
配
布
し
ま
す
。

　
災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、
建
物
倒
壊

危
険
度
・
揺
れ
や
す
さ
・
液
状
化
危
険
度

を
示
し
た｢

地
震
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ｣

と
、

荒
川
・
鴨
川
・
芝
川
で
洪
水
が
発
生
し
た

際
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
区
域
や
内
水
氾
濫

想
定
区
域
を
示
し
た｢

水
害
ハ
ザ
ー
ド
マ

ッ
プ｣

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
災
害
対
策
基
本
法
の
改
正
に
伴

い
、
上
尾
市
地
域
防
災
計
画
を
一
部
改
訂

し
、
避
難
場
所
な
ど
を
体
系
的
に
見
直
し

ま
し
た
。
そ
の
他
、
災
害
時
の
注
意
点
や

減
災
に
役
立
つ
家
具
の
固
定
方
法
な
ど
も

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
家
庭
・
職
場
・

地
域
な
ど
で
災
害
時
の
備
え
と
し
て
活
用

し
て
く
だ
さ
い
。　
※
各
支
所
・
出
張
所

で
も
配
布
し
ま
す
。

行
政
経
営
課　

7
7
5−

3
9
6
3

7
７
6−

8
8
7
3

市
民
課　

7
7
5−

5
1
2
8

　

7
７
5−

9
8
2
7

都
市
計
画
課　

7
7
5−

7
6
2
9

　

7
7
5−

9
9
0
6

埼
玉
県
都
市
計
画
課　

8
3
0−

5
3
4
1

伊
奈
町
都
市
計
画
課　

7
2
1−

2
1
1
1

都
市
計
画
に
関
す
る
公
聴
会

策定した「第5次上尾市総
合計画後期基本計画」

配布する『上尾市災害ハ
ザードマップ』

危
機
管
理
防
災
課　

7
7
5−

5
1
4
0

　

7
7
5−

9
9
2
7

行
政
経
営
課　

7
7
5−

3
9
6
3

　

7
7
6−

8
8
7
3

『
上
尾
市
災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
』

を
配
布

「
第
５
次
総
合
計
画
後
期
基
本

計
画
」
を
策
定

市
役
所
本
庁
舎
、
尾
山
台
・
上
尾
駅

出
張
所
の
日
曜
日
の
閉
庁
を
継
続



市政ニュース

7 2016. 4 No. 985

　各健診、人間ドックの詳細は下表のとおりです。各健
診の対象者には受診券を郵送しますので、券が届いた
ら同封の実施医療機関一覧を参照の上、受診してくださ
い。特定健診の対象者にはがん検診の受診券を同封しま
す。
　人間ドックを市内指定医療機関で受診する場合、事前
に補助申請手続きが必要です。保険年金課または各支
所・出張所（受診日の15日前までの申請に限る）で手続き
をしてください。　※指定医療機関以外（市外の医療機関
など）で受診する場合は、受診後に保険年金課で補助申
請手続きをしてください。詳しくは受診券に同封されて
いる案内をご覧ください。

●受診上の注意
・	各健診と人間ドックはいずれかを年度内1回に限り受
診できます。2回以上受診した場合は全額自己負担となり
ます。
・	指定医療機関以外で人間ドックを受診する場合、検査
項目を満たしていない時は、補助の対象外となる場合が
ありますので注意してください。
・	各医療機関の休診日や予約の有無などは、事前に確認
してください。
・	全国健康保険協会（協会けんぽ）の加入者は、協会けんぽ
が実施する特定健診を受診してください。詳しくは協会け
んぽ埼玉支部（ 658−5915）に問い合わせてください。

保険年金課（管理担当）　 782−6494・ 775−9827
（高齢者医療担当）　 775−5125・ 775−9827

特定健診（国保加入者）・後期高齢者健診・人間ドック

国民健康保険 後期高齢者医療制度

特定健診 国保人間ドック 後期高齢者健診 高齢者人間ドック

対 象 者 40～74歳の国民健
康保険加入者

受診日現在35～74歳で国民健康保険
税の滞納がない人

75歳以上の後期高齢者医療制度加入者
(65歳以上の人で、一定の障害があると認定を受けた人も含
む)　※高齢者人間ドックは受診日現在、保険料の滞納
がない人が対象です。

費　　用 無料
検診料のうち2万円を補助
(ただし検診料が2万円を超えない時
は検診料の金額を補助)

無料
検診料のうち2万円を補助
(ただし検診料が2万円を超えない時
は検診料の金額を補助)

受診期間 5～10月 5月～平成29年2月 5～10月 5月～平成29年2月

検査項目

【特定健診・後期高齢者健診】	
問診、身体計測(身長、体重、BMI〈体格指数〉、腹囲)、診察、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図
※特定健診、後期高齢者健診では、眼底検査は医師が必要と認めた場合に行います。
※眼底検査の設備のない医療機関で受診した時は、指定眼科医への紹介制度があります。
※後期高齢者健診では、腹囲は測定しません。
【人間ドック】		
上記検査項目に加え、便潜血検査、胸部レントゲン、胃部レントゲンまたは内視鏡、腹部超音波、眼底検査他

申し込み 対象者には4月下旬
に受診券を郵送

指定医療機関で受診する場合

対象者には4月下旬
に受診券を郵送

指定医療機関で受診する場合
事前に指定医療機関に予約をして、
健康保険証、特定健診受診券(特定健
診対象者)、最近納付した保険税の領
収書（口座振替・年金納付の人を除
く）を用意して、保険年金課または各
支所・出張所へ

事前に指定医療機関に予約をして、
健康保険証を用意して、保険年金課
または各支所・出張所へ

指定医療機関以外で受診する場合 指定医療機関以外で受診する場合
医療機関に予約をして受診後、健康
保険証、特定健診受診券(特定健診対
象者)、最近納付した保険税の領収書
（口座振替・年金納付の人を除く）、検
診結果、領収証、振込口座が分かる物
を用意して、保険年金課へ

医療機関に予約をして受診後、健康
保険証、検診結果、領収証、振込口座
が分かる物を用意して、保険年金課
へ

受診時に
必要な物

特定健診受診券、健
康保険証

指定医療機関で受診する場合

後期高齢者健診受
診券、健康保険証

指定医療機関で受診する場合
35～39歳の人
(特定健診対象外)

40～74歳の人
(特定健診対象)

健康保険証、ドック補助券
健康保険証、ドッ
ク補助券

特定健診受診券、
健康保険証、ドッ
ク補助券

問い合わせ 保険年金課　管理担当 保険年金課　高齢者医療担当
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問い合わせ先 電話・ファクス

平方支所 725−2004・ 780−1112

原市支所 721−1604・ 720−1113

大石支所 725−1079・ 780−1114

上平支所 771−2315・ 770−1102

大谷支所 781−0121・ 780−1113

原市団地自治会 722−2481・ 796−0287

尾山台団地自治会 ・ 721−3752

西上尾第一団地自治会 ・ 726−2067

西上尾第二団地自治会 726−0131・ 726−1404

区会・町内会・自治会に
加入しましょう！

【地域の支え合い】
　地域での社会福祉活動や各種募金活動にも協力する
他、子育て支援や敬老会事業の実施など、子どもからお
年寄りまで地域との触れ合いを深めています。
●加入の問い合わせ
　班長などの区会・町内会・自治会役員に確認するか、下
表に問い合わせてください。

市民協働推進課　 775−4597・ 775−9819

　区会・町内会・自治会は地域の人たちのつながりを大切にし、より住み良い地域をつくっていくことを目的
に、さまざまな活動を行っています。区会・町内会・自治会へ加入し、地域の人々との触れ合いを深めましょう。

【自主防災会の活動】
　災害が発生した際には隣近所の助け合いが必
要です。東日本大震災では、自主防災会による適
切な避難誘導によって多くの地域住民の命が救
われました。日ごろから防災訓練を行い、災害時
の情報収集方法や非常食・毛布などの備蓄を確
認しています。
【安心安全なまちづくり】
　夜間の犯罪防止や地域の安全を守るため、街
路灯の維持管理の他、児童の登下校時などに防
犯パトロールを実施しています。
【市や地域の情報提供】
　市が発行する『広報あげお』や『議会だより』な
どを配布する他、回覧板を用いて地域の身近な情
報を提供しています。
【環境美化運動の推進】
　快適な生活環境を守るため、お互いに協力し合
い、地域清掃やリサイクル活動を行っています。
【スポーツレクリエーション活動】
　夏祭りや運動会など、地域住民の交流を深める
親睦行事や伝統行事を催しています。

　2月24日、上尾市・上尾市区長会連合会・全日本不
動産協会埼玉県本部大宮支部の三者で協定を結びま
した。この協定の締結で、全日本不動産協会埼玉県本
部大宮支部に所属する不動産会社などが、区会・町内
会・自治会への加入促進のための啓発チラシの配布な
どを行うことになりました。この働きかけは新規転入
者や住宅購入者などを対象に行われます。
　明るく住みよい安全で安心なまちづくりを目指す上
で、区会・町内会・自治会の役割は大きく、これをきっ
かけに区会・町内会・自治会加入世帯が増えることで、
地域社会のさらなる発展が期待されます。

「上尾市における区会・町内会・自治会の加入促進に関する
協定」を締結

左から長島全日本不動産協会埼玉県本部大宮支部支部長、
島村市長、大井川上尾市区長会連合会会長
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り（
市
の
指
定
色
）・
縦
3.5
×
横
９
㌢
・
5
万

円（
1
枠
当
た
り
）　
【
掲
載
期
間
】７
月
～

平
成
29
年
6
月　
【
発
送
数
】3
万
6
千
通　

申
込
書（
保
険
年
金
課
に
あ
る
。市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必

要
事
項
を
記
入
し
て
、４
月
15
日
㈮
～
28

日
㈭
に
直
接
、保
険
年
金
課
へ

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
市
長
が
市
議
会
の

意
見
を
聞
い
て
推
薦
し
、
法
務
大
臣
か
ら

委
嘱
さ
れ
ま
す
。
市
内
に
は
11
人
お
り
、

各
種
相
談
に
応
じ
て
い
る
他
、
市
の
イ
ベ

ン
ト
な
ど
で
啓
発
冊
子
を
配
布
し
て
人
権

啓
発
を
行
い
、
人
権
侵
害
が
起
こ
ら
な
い

よ
う
活
動
し
て
い
ま
す
。

●
人
権
擁
護
委
員（
順
不
同
・
敬
称
略
）

　

松
尾
四
郎
、
矢
部
清
美
、
和わ

け氣
昭し

ょ
う

祐ゆ
う

、

松
澤
美
智
子
、小
島
勝
、前
島
百
合
子
、小

川
久
雄
、藤
波
政
明
、千
葉
ふ
み
子
、太た

幡ば
た

和
子
、村
田
眞
司

●
人
権
相
談
所
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

毎
月
第
４
㈬（
11
月
は
第
3
㈬
、12
月
は

第
２
㈬
）10
～
15
時（
12
～
13
時
を
除
く
）　

市
役
所
７
階
大
会
議
室　

家
庭
内
の

不
和
、相
続
、人
権
に
関
す
る
悩
み
事
・
も

め
事
な
ど
の
相
談（
29
ペ
ー
ジ
参
照
）　
※

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
４
月
以
降
、
上
尾
市
国
民
健
康
保
険
加

入
者(

指
定
難
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の

人
と
、
平
成
28
年
４
月
１
日
時
点
で
す
で

に
１
年
を
超
え
て
継
続
し
て
精
神
病
床
に

入
院
し
て
い
る
人
を
除
く)

の
入
院
時
食
事

代
の
自
己
負
担
額
が
、
１
食
当
た
り
260
円

か
ら
360
円
に
変
更
に
な
り
ま
す
。
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
人
は
、
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
を
申
請
・
発
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、

１
食
当
た
り
210
円
ま
た
は
100
円
に
減
額
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す（
月
を
さ
か
の
ぼ
っ

て
の
減
額
は
原
則
で
き
ま
せ
ん
）。　
※
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
す
で
に
発
行
済

み
の
人
は
、
有
効
期
限
ま
で
使
用
で
き
ま

す
の
で
手
続
き
は
不
要
で
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
平
成
28
年
度
に
発
送
す
る
上
尾
市
国
民

健
康
保
険
証
用
の
封
筒
に
掲
載
す
る
広
告

を
募
集
し
ま
す
。掲
載
は
審
査
の
上
決
定
し

ま
す
。　
【
掲
載
位
置
】封
筒
裏
面　
【
募
集

枠
数
】２
枠　
【
色
・
規
格
・
掲
載
料
】単
色
刷
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とき　 ところ 内容 対象 定員 持ち物費用・金額 ※記載のないものは「無料」
問い合わせ申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
入
院
時

食
事
代
自
己
負
担
額
の
変
更

国
民
健
康
保
険
証
用
封
筒
へ
の

広
告
を
募
集

保
険
年
金
課
　

7
7
5−

5
1
3
6

（
国
保
給
付
担
当
）　

7
7
5−

9
8
2
7

保
険
年
金
課
　

7
8
2−

6
4
7
1

　

7
7
5−

9
8
2
7

人
権
男
女
共
同
参
画
課
　

7
7
5−

5
1
1
7
　

7
7
8−

5
1
1
2

　
　市民の皆さん、こんにちは。市長の島村です。　
　草木も芽吹き、すがすがしい新緑を目にする季節
となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
　4月は多くの出会いと別れがあります。先日は市内
の小・中学校の｢卒業証書授与式｣に出席させていた
だきました。先生から卒業生一人一人の名前が丁寧
に読み上げられ、壇上で卒業証書を受け取るその姿
は、緊張しつつもどこか誇らしげでした。
　特別な空気に包まれた会場で、私も来賓の一人と
して祝辞を贈らせていただきました。中学校を卒業
する生徒の皆さんに贈った言葉で、毛

もう

里
り

武
たけし

さんの『名
前は祈り』という詩をご紹介します。
　これは卒業生の皆さんが、新たな一歩を踏み出す
勇気と、力となってくれることを願って贈らせていた
だいたものです。

　名前はその人のためだけに　用意された美しい祈り
　若き日の父母が　子に込めた願い
　幼きころ　毎日、毎日　数えきれないほどの
　美しい祈りを授かった
　祈りは身体の一部に変わり　その人となった
　だから　心を込めて呼びかけたい
　美しい祈りを
　この世に存在が確認されているものには必ず名前
がありますが、私たち人間の名前は、数えきれないほ
どの文字の中から、祈りを込めて選ばれる特別なも
のです。人は、名前を呼ばれるたびに、そこに宿る愛
情と祈りを少しずつもらいながら成長し、一生を懸
けてその名前になっていくのかもしれません。
　新年度は出会いの季節。多くの人と出会い、名前
を交換し合う場面もおのずと増えます。新たなス
タートに当たり、皆さんにとっての励ましの言葉にな
れば幸いです。

名前は祈り

人
権
擁
護
委
員
の
活
動
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などは生活環境課へ　※市外から犬を連れて転入した
人は、転入前の自治体で発行した鑑札か、登録を証明
する物を用意してください。以前の自治体で登録済み
の場合の料金は、既登録犬同様で３,200円です。
●首輪・リードの確認を
　注射は原則として犬を注射台の上に乗せて行いま
す。事故防止のため首輪・リードを付け、会場には犬を
押さえられる人が連れてきてください。子どもだけや、
1人で2頭以上連れての来場はご遠慮ください。
●集合注射で注射を受けない場合
　かかりつけか最寄りの動物病院で注射を受けて、生
活環境課で手続きをしてくださ
い。（一社）上尾伊奈獣医師協会に
所属する動物病院（表２参照）で
は、集合注射と同等の扱いで、予
防注射と登録・注射済票の交付
手続きができます。

とき 9：30～10：30 11：30～12：30 14：00～15：00

4/11㈪ 中新井・西光寺 大谷・壱丁目愛宕会館
P 地頭方・氷川神社

4/12㈫ 平方公民館P 小泉氷川山公園P 井戸木・新田公園

4/13㈬ 上尾市文化センター南側駐車場P 富士見・赤熊広場 春日第2公園

4/14㈭ 原市九区自治会館 瓦葺自治会館P 原市駅前公園

　生後3カ月（91日）以上の犬は、狂犬病予防法により
登録（初年度だけ）と毎年の狂犬病予防注射が義務付
けられています。狂犬病で人が発病すると、治療法は
なくほぼ100㌫死亡する大変怖い病気です。毎年忘れ
ずに狂犬病予防注射を受けましょう。　 表１のと
おり　※都合の良い会場で受けてください。雨天でも
実施します。　 健康な犬　※健康上問題のある犬
や、著しく興奮状態にあり飼い主が制止できない犬ま
たは過去に予防接種により体調を崩したことのある犬
は、注射を控える場合があります。　 新規／６,200
円（登録料３,000円・注射済票交付手数料550円・注射
料２,650円）　継続／３,200円　※交付される鑑札と注
射済票は、迷子札としても大変有効です。必ず犬に装
着してください。既登録犬には、はがきで通知します。
記載内容を確認し、必要事項を記入し押印の上、注射
時にお持ちください。新規の登録申請用紙は会場にあ
ります。　【変更の届け出】犬の死や飼い主の住所変更

マイクロチップの装着を
　マイクロチップを装着しておけば、飼い犬や飼い猫
が行方不明になったり、地震などの災害で飼い主と離
れ離れになったりしても、飼い主の元に戻ってくる可
能性が高くなります。マイクロチップは一度体内に埋
め込むと脱落や消失することがなく、安全で確実な身
元証明の方法として世界中で広く使用されています。
名札・迷子札などの装着とともにマイクロチップの装
着も考えてみませんか。
犬を散歩に連れて行くときは
　犬を散歩に連れて行くときは、スコップやビニール
袋などを用意し、ふんをしてしまったときはそのまま放
置したり埋めたりしないで、必ず自宅に持ち帰るように
しましょう。公共の場には犬が苦手という人もいます。
散歩をするときは必ず首輪・リードを付け、犬が飼い
主の言うことを聞くようにしつけをしておきましょう。

【表2】一般社団法人上尾伊奈獣医師協会（五十音順）

※Pは駐車場がある会場です。

【表1】集合狂犬病予防注射日程表
動物病院 住所･電話

石井どうぶつ病院 中分5−230　 786−4368
井上動物病院 小泉377−97　 726−0090
かない動物病院 平塚2013−3　 771−8022
かわぐちペットクリニック 今泉264−2　 781−2257
かんだ動物病院 二ツ宮956−5　 777−2555
動物病院くまごろう 柏座2−3−10　 771−6437
藤倉獣医科医院 向山1−60−36　 781−5577
プラザ動物病院 愛宕3−1−40バリュープラザ内1階 772−5400
政木どうぶつ病院 上町1−9−3　 771−0111

とき 9：30～10：30 11：30～12：30 14：00～15：00

4/4㈪ 領家農村センターP 小敷谷西部公民館 弁財・昌福寺P

4/5㈫ 瓦葺むじなや公園 JA原市支店倉庫前P 原市・氷川神社

4/6㈬
県上尾運動公園陸上
競技場メーンスタン
ド前P

愛宕一丁目・愛宕神社 本町自治会館P

4/7㈭ 上新梨子集会所 町谷第一公園 上平公民館P

とき 10：00～11：30 13：30～15：00

4/17㈰
上平公園南側駐車場P 上尾丸山公園南口駐車場P

鴨川中央公園 上郷第一広場

とき 10：00～11：30 13：30～15：00

4/10㈰
浅間台大公園P 県さいたま水上公園駐車場P
JA大谷支店駐車場P 原市白山公園

生活環境課　 775−6940・ 775−9872

犬の登録と狂犬病予防注射
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市
と
市
内
の
獣
医
師
が
協
定
を
締
結

し
、
飼
い
主
の
い
な
い
猫
の
不
妊
・
去
勢

手
術
を
無
料
で
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
手
術
を
受
け
ら
れ
る
の
は
次
の
①

～
④
の
全
て
に
該
当
す
る
場
合
で
す
。
①

市
内
に
生
息
し
て
い
る
飼
い
主
の
い
な
い

猫
で
あ
る
こ
と
を
、
第
三
者
か
ら
確
認
が

取
れ
る
②
申
請
者
が
市
内
に
住
所
を
有
し

て
い
る
③
該
当
す
る
猫
を
捕
獲
し
市
に
搬

入
で
き
る
④
手
術
後
は
終
生
飼
養
で
き
る

者
に
引
き
渡
す
か
、
元
の
場
所
で
餌
や
り

な
ど
を
継
続
す
る
場
合
は
、
近
隣
へ
の
迷

惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る　
※
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。　

　
地
域
で
高
齢
者
の
支
え
合
い
の
取
り
組

み
を
始
め
る
団
体
を
対
象
に
、補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。　

次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か

を
立
ち
上
げ
し
よ
う
と
し
て
い
る
団
体
な

ど（
２
団
体
ま
で
採
択
予
定
）①
生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス（
家
事
援
助
や
外
出
支
援
な
ど
）

②
サ
ロ
ン
活
動（
高
齢
者
の
生
き
が
い
や
健

とき　 ところ 内容 対象 定員 持ち物費用・金額 ※記載のないものは「無料」
問い合わせ申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」
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臨
床
発
達
心
理
士
が
、悩
み
を
抱
え
た

若
者
や
そ
の
家
族
を
対
象
に
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。事
前
予
約
が
必
要
で
す
。　

康
づ
く
り
）③
認
知
症
カ
フ
ェ（
認
知
症
の

人
や
そ
の
家
族
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、地
域
住

民
な
ど
が
気
軽
に
話
が
で
き
る
場
所
）【
補

助
金
額
】1
団
体
当
た
り
上
限
30
万
円
ま
で　

4
月
1
日
㈮
～
5
月
6
日
㈮
に
事
業
提

案
書（
団
体
概
要
、事
業
計
画
、事
業
予
算

な
ど
）を
用
意
し
て
直
接
、高
齢
介
護
課
へ

　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
世
帯

を
対
象
に
、
水
道
料
金
の
基
本
料
金
・
下

水
道
使
用
料
の
基
本
使
用
料
を
減
免
し
ま

す
。　

市
内
に
在
住
で
、
上
尾
市
の
水

道
・
公
共
下
水
道
を
使
用
し
て
い
て
、
次

の
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
①
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
②
同
一
世

帯
に
同
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
が
い
る　

申
請
書（
業
務
課
に
あ
る
。市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写

し
を
添
付
し
て
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で
業

務
課（
〒
362−0
０
１
３
上
尾
村
１
１
５
７
）

へ　
※
申
し
込
み
は
毎
月
15
日
ま
で
で
す
。

審
査
後
、
翌
月
の
使
用
分
か
ら
減
免
し
ま

す
。
な
お
、
市
内
転
居
な
ど
に
よ
り
児
童

扶
養
手
当
証
書
の
再
交
付
を
受
け
た
場
合

は
、改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

㈷
・
年
末
年
始
を
除
く
毎
週
㈫
㈮
10
～
16

時（
12
～
13
時
を
除
く
）　

市
役
所
５
階

相
談
室　

ひ
き
こ
も
り
、ニ
ー
ト
、不
登

校
な
ど
に
関
す
る
相
談　

市
内
に
在
住

の
お
お
む
ね
15
～
30
歳
代
の
人
と
そ
の
家

族（
１
人
50
分
程
度)　

電
話
ま
た
は
フ
ァ

ク
ス
、メ
ー
ル（

s172100@
city.ageo.

lg.jp

）で
子
ど
も
・
若
者
相
談
セ
ン
タ
ー
へ　

飼
い
主
の
い
な
い
猫
の
不
妊
・

去
勢
手
術
を
無
料
で
行
い
ま
す

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

推
進
事
業
運
営
補
助
金
を
交
付

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
の

減
免

子
ど
も
・
若
者
相
談
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

生
活
環
境
課
　

7
7
5−

6
9
4
0

7
7
5−

9
8
7
2
　

業
務
課
　

7
7
5−
5
1
6
1

　

7
7
5−

9
0
4
1

子
ど
も
・
若
者
相
談
　

7
8
3−

4
9
6
4

セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　

7
7
4−

5
3
4
2

　平成29年成人式は上尾市文化センターが改修工事のため、上尾市民体育館で開催
します。　 平成29年1月8日㈰第1回／10時～11時10分（主にJR高崎線西側に在住の
人〈太平中、大石中、西中、大石南中、南中、大谷中の学校区〉）　第2回／13時～14時
10分(主にJR高崎線東側在住の人〈上尾中、原市中、上平中、東中、瓦葺中の学校区〉）　
上尾市民体育館アリーナ　 平成8年4月2日～9年4月1日生まれの人で、市内に在
住している人　※12月上旬(予定)に案内状を郵送します。市外に在住で上尾市成人式
に参加希望の人は、生涯学習課まで連絡してください。特別支援学校に通っていた人
の席も用意しています。
●新成人代表スタッフの募集
　成人式を迎える人で、式典の企画や当日の司会などに協力できるスタッフを募集し
ます。　 5月13日㈮までに直接または電話で生涯学習課へ

生涯学習課　　
775−9490・ 776−2250

成 人 式
平成29年上尾市

富士見小
西中

鴨
川

線
崎
高
Ｒ
Ｊ

駅
尾
上

上尾市民体育館

口
西

上尾市民
体育館

↑
桶
川

大
宮
↓

自動車販売店

高
齢
介
護
課
　

7
7
5−

6
4
7
3

　

7
7
6−

8
8
7
2
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分野 講座名 担当部署名 電話・ファクス

ま
ち
の
ビ
ジ
ョ
ン
・
市
民
社
会

総合計画
行政経営課 775−3963

776−8873地方創生総合戦略

公共施設マネジメント 施設課 775−9409
775−9819

多文化共生のすすめ 市民協働推進課 775−4539
775−9819

男女共同参画 人権男女共同参画課
(男女共同参画担当)

778−5111
778−5112DVとは

人権と向き合うために 人権男女共同参画課
(人権推進担当)

775−5117
778−5112

福
祉
・
健
康

地域福祉の推進 福祉総務課 775−5118
776−8872

上尾市の障害福祉サービス
障害福祉課 775−5122

776−8872障害者差別解消法

生活保護とは 生活支援課 775−5119
776−8872

児童虐待防止啓発研修 子ども・若者相談セ
ンター

783−4964
774−5342

上尾市の子ども・子育
て支援 子ども支援課 775−5120

774−5342
介護予防 高齢介護課

(高齢者支援
〈介護予防〉担当)

775−4190
776−8872高齢者虐待防止啓発研修

成年後見制度

介護保険制度 高齢介護課
(管理給付適正担当)

775−6473
776−8872

高齢者サービスの
あらまし

高齢介護課
(高齢者支援担当)

775−5124
776−8872

健康長寿サポーター養
成講習

健康増進課
(西保健センター)

774−1411
776−7355

健診・検診を受けまし
ょう
健診結果はいかがでしたか
認知症予防と生活習慣
健康の基本は食事から
大人のこころの健康づ
くり
大人の熱中症予防
大人の口の健康
糖尿病予防

子どもの健康 健康増進課
(東保健センター)

774−1414
774−8188

分野 講座名 担当部署名 電話・ファクス

暮
ら
し

はじめようエコライフ

環境政策課 775−6925
775−9872

上尾市の環境基本計画
ごみの減らし方・リサイ
クル
西貝塚環境センターの
仕組み(施設の見学会) 西貝塚環境センター 781−9141

781−9166

消費生活に関する講座 消費生活センター 775−0800
776−4600

中小企業を応援します

商工課 777−4441
775−5024

上尾市産業振興

農商工観ポータルサイ
ト｢あげポタ」

上尾の観光について 商工課(観光協会)

あげおの農産物 農政課 775−7384
775−9872

健全な青少年育成を
目指して 青少年課 776−2488

776−2117

選挙の豆知識 選挙管理委員会事務局 775−9689
775−9819

保
険
・
年
金
・
税

国民健康保険
(期間限定8～2月)

保険年金課
(国民健康保険担当)

775−5136
775−9827

国民年金加入から
受給まで

保険年金課
(国民年金担当)

775−5137
775−9827

後期高齢者医療制度 保険年金課
(高齢者医療担当)

775−5125
775−9827

住民税の仕組み
(期間限定7～9月) 市民税課 775−5131

775−9846
資産税の仕組み
(期間限定7～9月) 資産税課 775−5133

775−9846

都
市
・
緑
・
水

みんなで進める
街づくり 都市計画課 775−7629

775−9906

知っておきたい建築知識
建築安全課 775−8490

775−9906木造住宅の耐震診断と耐
震改修

市の緑と公園 みどり公園課 775−8129
775−9906

公共下水道の仕組み 下水道施設課 775−9372
772−9050

水道水ができるまで 経営総務課 775−5160
775−9041

　市民の皆さんが学習を希望するテーマについて、市職
員が各担当分野の仕事の説明や、専門的知識などを分か
りやすく説明します。　※苦情や要望を申し入れる場で
はなく、知識・技術の習得など学習の場として利用して
ください。　 市内に在住・在勤・在学する10人以上の
組織・グループ　【派遣時間】原則として、㈪～㈮10～20
時のうち、おおむね1時間程度　※㈯㈰㈷に開催希望の
場合は担当部署と相談してください。業務の都合により
ご希望に添えない場合があります。　 無料(会場使用

料・材料費は自己負担)　※会場はグループで確保し、原
則として公民館、地域集会所などの公共施設を利用して
ください。　 担当部署に事前に電話で問い合わせの上、
所定の申込書(生涯学習課、各支所・出張所・公民館にあ
る。市ホームページからダウンロードも可)に必要事項を
記入して、派遣希望日の2週間前までに直接、担当部署へ　
※派遣の可否・詳細などは担当部署から連絡します。下
表に載っていない内容については、担当部署または生涯
学習課に問い合わせてください。

ご利用ください　あげお市政出前講座
生涯学習課　 775−9490・ 776−2250
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とき　 ところ 内容 対象 定員 持ち物費用・金額 ※記載のないものは「無料」
問い合わせ申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」

分野 講座名 担当部署名 電話・ファクス

救
命
・
消
防

応急手当

上尾 東消防署 775−1310
770−1902

原市 原市分署 722−5225
720−1119

上平 上平分署 775−0119
770−1901

大石 西消防署 725−2624
780−1190

大谷 大谷分署 726−2771
780−1191

平方 平方分署 782−0911
782−0922

火災から身を守る 消防本部予防課 775−1314
775−2230

議
会

市議会の仕組みと役割
(期間限定7・8月) 議会事務局議事調査課 775−9467

776−2230

分野 講座名 担当部署名 電話・ファクス

生
涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ

上尾市の生涯学習 生涯学習課
(生涯学習・公民館・
人権教育担当)

775−9490
776−2250人にやさしくなれる

人権講座

上尾の遺跡

生涯学習課
(文化・文化財担当)　

775−9496
776−2250上尾の指定・登録文化財

上尾の歴史

上尾市民の読書推進に
関する施策について 図書館 773−8521

776−7330

スポーツに参加しません
か スポーツ振興課 781−8112

776−2250

学
校
給
食

小学校給食について 学校保健課 775−9683
775−5633

中学校給食について 中学校給食共同調理
場

777−1552
777−1553

埼玉県都市計画課　 830−5337

平成28年7月
採用予定市職員
を募集

新しいバスサービス

【第一次試験日】平成28年4月23日㈯　※試験時間と
会場は､ 申込時にお知らせします。なお第二次試験
は、第一次試験合格者を対象に実施します。

【試験内容】公務員として必要な知識について、活字
印刷文による教養試験・作文試験・性格適性検査、
専門試験(土木だけ) 

【申し込み方法】申込書に証明書用写真(縦4×横3
㌢)2枚を貼り付けて、4月8日㈮・11日㈪の9～16時に
申し込んでください。　※申込書(受験案内)は職員
課(市役所4階)、各支所・出張所、図書館本館にあり
ます(市ホームページからダウンロードも可)。受験
資格（採用職種により条件が異なる）や、申込受付場
所など詳しくは、市ホームページまたは受験案内を
ご覧ください。

●職種と採用予定人数　埼玉県による新しいバス案内サービス｢よんd
で

e
バスA

エアー

ir｣が4月下旬より利用できるようになります。
GPS機能を搭載したスマートフォンなどで「よん
deバスAir」のホームページにアクセスするだけで、
最寄りのバス停のバス運行情報などが分かるサー
ビスです。詳しくは県のホームページ( https://
www.pref.saitama.lg.jp/a1102/dearukimachi/
yon-de-bus-air.html)をご覧ください。　

【市内対象路線】市内循環バス“ぐるっとくん”

主要なバス停留所に貼られている
｢よんdeバスAir｣のステッカー

職　種 採用予定人数

一般事務(身体障害者) 3人

土　木 5人

｢よんd
で

eバスＡ
エ ア ー

ｉｒ｣を
ご利用ください

職員課　 775−5112・ 775−9819


